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彩都東部地区地権者協議会（以下「当協議会」と呼びます。）の会員の皆さまには、当協議会の

活動について、平素よりご理解ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

令和 6 年６月 26 日（水）に、茨木市役所南館８階中会議室において、第 11 回総会を開催し、

協議会会員 27 件 35 名の方にご出席いただき、46 名の方に委任状、52 名の方に議決権行使書

をご提出いただきました。 

総会では、会計の辰見様より令和５年度の決算報告、会計監査役の久保様より監査報告をいただ

き、承認されました。また、議案第 1号「彩都東部地区地権者協議会役員改選について」では、別

表のとおり可決されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

■別表 新役員一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜速水会長の総会時の再任コメント（抜粋）＞ 

現在、C区域、A区域において、造成工事が行われ

ておりますが、D-1 区域をはじめ、残りの区域に

つきましても、早期の事業化に向けて、他の役員と

共に取り組んでまいりたいと思います。 

 今後とも、みなさまのご理解、ご協力を賜ります

ようお願いいたします。 

 

 

総
会
の
主
な
内
容  

・『令和 5年度決算報告及び監査報告』 

・ 議案第１号『彩都東部地区地権者協議会役員改選について』・・・原案可決 

・『社会経済情勢の変化を見据えたまちづくりの検討について』説明 

『東部地区各エリアの進捗状況等について』説明 
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第 11 回総会では、彩都建設推進協議会より、「社会経済情勢の変化を見据えたまちづくりの検

討」について説明がありました。（詳細は総会案内に同封しておりました資料をご参照ください。） 

 令和元年に彩都建設推進協議会が「彩都東部地区の土地利用方針（案）および土地利用計画（案）」

を取りまとめてから約５年が経過し、この間、SDGsやカーボンニュートラルなど環境問題への社

会的な関心の高まりや製造業の国内回帰の傾向が表れるなど、社会経済情勢等も大きく変化してい

ます。 

このような社会経済情勢の変化や時代の潮流を的確に捉えるとともに、これまでの彩都事業の効

果検証を踏まえて、彩都建設推進協議会において、「彩都東部地区 今後のまちづくりの方向性

（案）」がとりまとめられました。 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、「彩都東部地区 今後のまちづくりの方向性（案）」にもとづき、彩都の強みを活かして、

社会情勢の変化や多様な企業ニーズなどに対応する競争力の高い産業集積拠点の形成を目指し、彩

都建設推進協議会等とともに、事業化に向けた検討を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜彩都東部地区 今後のまちづくりの方向性（案）より、一部抜粋＞ 

■発  行：彩都東部地区地権者協議会 

■事務局：（窓口）茨木市都市整備部北部整備推進課  Tel:072-620-1609  

お願い（権利変動時のご連絡） 

彩都東部地区地権者協議会では彩都東部約 280ha 内の地権者等を対象に、事業化に向けた

取組みを行うことから、今後、相続や転売等により名義に変更が生じる場合は、下記事務局

までご一報いただきますよう、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

tel:072-620-1609

